
次の内容の動画が掲載されています。

・(1) 令和２年分の年末調整における留意事項（税制改正）
・(2) 年末調整の手順～概要～
・(3) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載のしかた
・(4) 「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者等申

告書兼所得金額調整控除申告書」の記載のしかた
・(5) 「給与所得者の保険料控除申告書」の記載のしかた
・(6) 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の記載のしか

た
・(7) 年末調整の手続～①各種控除額の確認～
・(8) 年末調整の手続～②年税額の計算・③過不足額の精算～
・(9) 令和３年分の源泉徴収事務の留意事項
・マイナポータル連携で年末調整手続きを簡便化
・年調ソフトの使い方～電子化で効率化～
・年調ソフトを利用した年末調整

動画（Web-TAX-TV)の掲載内容

〇　先ずは「国税庁ホームページ」で検索!!

宇部税務署 R02.10

※ 画面の右下の方にあります

※ 画面の中央下の方にあります

ここをクリック

ここをクリック

年末調整の個別相談で来署される方へ

国税庁のトップページ

まずは動画で確認してみましょう!!

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来署によるご相談は、

「完全事前予約制」 とさせていただいております。

予約の際は、「宇部税務署・源泉担当」へご連絡ください。 ・ 0836-21-3135(直通)

※ お名前、ご住所、ご相談内容等をお伺いいたします。

昨年と比べて変わった点は、裏面へ

表面

年末調整に関するお知らせ



年末調整のしかたP４ほか

年末調整のしかたP24ほか

年末調整のしかたP7、P18～P19ほか

※　事実婚の方は寡婦控除の該当にはならなくなりました。

年末調整のしかたP5ほか

扶養控除等の対象となる上限の所得金額が、次のとおりに改正されました。

※　他にも改正点等がありますので、詳しくは「年末調整のしかた」をご覧ください。

配偶者特別控除の対象となる配偶者 ３８万超１２３万円以下 ４８万超１３３万円以下

同一生計配偶者

５５万円

４８万円３８万円
基 礎 控 除 が
１ ０ 万 円 増 額

宇部税務署

３８万円以下 ４８万円以下扶養親族
３８万円以下 ４８万円以下

７５万円未満

源泉控除対象配偶者 ８５万円以下 ９５万円以下

６５万円
給与所得控除が
１ ０ 万 円 減 額

扶養親族等の区分
合計所得金額要件

令和元年まで 令和２年から

勤労学生 ６５万円未満

新設

(特別)寡婦・寡夫、ひとり親控除

改正

給与所得控除・基礎控除関係

所得金額調整控除

扶養控除等の判定の金額の変更

新設

改正

【該当者】給与収入が８５０万円以上で次のいずれかに該当する方

① 本人、同一生計の配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当す

る

② ２３歳未満の扶養親族を有する人

【控除額】（ 給与収入※ －８５０万円 ）×１０％ ・・・ 最高１５万円ま

改正

ポイント

手続きの追加

手続きの追加

条件が追加

金額の変更

年末調整に関する動画については、表面へ

令和元年まで 令和２年から

令和元年まで 令和２年から

・ 給与収入が850万円以下の方は、
去年と税額は変わりません。
※ パート収入等の方が扶養に入れるのは、
昨年と変わらず103万円までです。

裏面


